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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通過する流れの全体もしくは一部が遷音速以上の流れ場に用いられる遷音速翼において
、
　翼の各高さ位置における断面を翼の前縁と後縁を結ぶ線と平行に移動させ、
　回転機械の回転軸もしくは外周側ケーシングと接続しているハブ断面から、翼高さ方向
で前記ハブ断面から最も離れた位置にあるチップ断面にかけて、各高さ位置での翼断面の
重心位置を結ぶスタッキングラインが作動流体の上流側に移動するとともに、
　各高さ位置における翼断面の最大厚み位置を、前記ハブ断面からチップ断面にかけて翼
の後縁側に移動するように形成したことを特徴とする遷音速翼。
【請求項２】
　通過する流れの全体もしくは一部が遷音速以上の流れ場に用いられる遷音速翼において
、
　翼の各高さ位置における断面を翼の前縁と後縁を結ぶ線と平行に移動させ、
　回転機械の回転軸もしくは外周側ケーシングと接続しているハブ断面と、翼高さ方向の
中心に位置するミーン断面との間のある翼高さ位置よりハブ断面側では、各高さ位置での
翼断面の重心位置を結ぶスタッキングラインの軸方向位置を一定とし、前記ある翼高さ位
置からチップ断面側にかけて前記スタッキングラインが作動流体の上流側に移動するとと
もに、
　各高さ位置における翼断面の最大厚み位置を、前記ハブ断面からチップ断面にかけて翼
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の後縁側に移動するように形成したことを特徴とする遷音速翼。
【請求項３】
　請求項１に記載の遷音速翼において、
　前記スタッキングラインは、全ての翼高さ位置において作動流体の上流側に位置し、且
つ前記ハブ断面からチップ断面にかけて上流側に単調増加することを特徴とする遷音速翼
。
【請求項４】
　請求項１または２に記載の遷音速翼において、
　前記最大翼厚み位置は、前記ハブ断面では前縁側に位置し、該ハブ断面からチップ断面
にかけて後縁側に単調増加することを特徴とする遷音速翼。
【請求項５】
　請求項１または２に記載の遷音速翼において、
　前記最大翼厚み位置は、前記ハブ断面では前縁と後縁の平均軸方向位置より上流側にあ
り、前記チップ断面では前縁と後縁の平均軸方向位置より下流側にあることを特徴とした
遷音速翼。
【請求項６】
　請求項１または２に記載の遷音速翼において、
　前記各高さ位置の断面形状は、翼の前縁部を構成する円弧、後縁部を構成する円弧、お
よび翼上面および翼下面から構成され、かつ前記翼上面と下面の中点によって定義される
反り線の形状が２つ以上の円弧によって構成される多重円弧翼となることを特徴とした遷
音速翼。
【請求項７】
　請求項１または２に記載の遷音速翼において、
　前記スタッキングラインの上流側への変化率が前記チップ断面で最大となることを特徴
とした遷音速翼。
【請求項８】
　ケーシングの内周面側の軸方向及び周方向に取付けられる複数の静翼と、回転軸の外周
面側に周方向に取付けられる複数の動翼を備えた軸流回転機械において、
　前記静翼もしくは静翼の全体または一部に、請求項１または２の遷音速翼を用いたこと
を特徴とする軸流回転機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流れの全体もしくは一部が遷音速以上の流れ場となる場合に用いられる遷音
速翼、及びそれを用いた軸流回転機械に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年の燃料高を背景として、産業用ガスタービンやジェットエンジンといった軸流回転
機械における効率向上の重要性がますます高くなっている。軸流回転機械における効率向
上手段として、翼の損失低減が挙げられる。ここで翼の損失としては、翼の径方向の断面
（翼形）で発生するプロファイル損失と、その他の損失に大別される。その他の損失の例
としては衝撃波損失や２次流れ損失などがある。１段当たりの負荷が大きい近年の軸流回
転機では翼へ流入する作動流体のマッハ数が増加しているため、衝撃波損失が増加する傾
向にある。つまり衝撃波損失の低減は、回転機性能の向上に大きく寄与することになる。
【０００３】
　また近年、ガスタービン圧縮機入口の吸気ダクト部に微細液滴を噴霧し、液滴の蒸発に
よって吸気を冷却して性能向上を図る技術（Water Atomization Cooling，ＷＡＣ）が研
究されている。なお、ＷＡＣに関しては、例えば特許文献１に記載の技術がある。ＷＡＣ
を実施すると圧縮機入口温度が低下するため、ガスタービン全体としては圧力比が増加す
る傾向にある。さらにＷＡＣによる蒸発によって主流空気と水蒸気の混合気体となる。こ
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の混合気体は水蒸気の混合によって空気に比べて音速が低下するため、流れの速度と音速
の比であるマッハ数が増加することになる。よって、遷音速段における衝撃波損失が増加
することが予想される。
【０００４】
　衝撃波損失を低減する研究は従来から行われているが、その中の一つに、各翼高さ位置
における翼形の重心位置を結んだ線であるスタッキングラインの形状を変更する研究があ
る。スタッキングラインの形状変更に関する技術としては、特許文献２に示すように、ハ
ブ断面とチップ断面の中間の断面であるミーン断面から、ハブ断面にかけての各断面およ
びチップ断面を上流側に移動させることでＳ字形状のスタッキングラインを構成し、かつ
チップ断面の移動量を最も大きくした翼が提案されている。特許文献２によれば、チップ
側を上流に移動させることで衝撃波によって発生する種々の損失を低減させることが可能
であるとしている。またチップ側を上流側に移動させると、チップ側の方が早く流れが増
速し始めて静圧が低下するためハブ側の流量がチップ側に流れ込んで減少し、ハブ側の境
界層が発達しやすくなるという問題があるが、特許文献２ではミーン断面近傍の各翼断面
を下流側への移動量を小さくすることで、このハブ側の境界層発達による損失増加を抑制
している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１９２８２４号公報
【特許文献２】特開２００８－１１５７３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献２に示す遷音速翼は、チップ断面における衝撃波によって誘起される損失の低
減と、ハブ断面の損失増加抑制を両立しており、従来の遷音速翼に比べて性能向上が期待
できる。さらにハブ断面での剥離を抑制しているため、圧力比が増加した流れ場に対する
失速の裕度（ストールマージン）の増加も期待される。ただし、圧力比が増加した流れ場
において、失速を誘起するような大きな剥離領域を形成する箇所がハブ断面とは限らない
ため、ストールマージンの増加に対する効果は限定的となる可能性がある。さらに、特許
文献２では各高さ位置における翼形状の詳細は記載されておらず、適切な翼形状を選択す
ることで更なる性能向上を図れる可能性がある。
【０００７】
　そこで本発明の目的は、衝撃波による損失の低減を達成しつつ、全翼高さ方向位置に対
するストールマージンを増加させる遷音速翼を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明の遷音速翼は、通過する流れの全体もしくは一部が
遷音速以上の流れ場に用いられる遷音速翼において、翼の各高さ位置における断面を翼の
前縁と後縁を結ぶ線と平行に移動させ、回転機械の回転軸もしくは外周側ケーシングと接
続しているハブ断面から、翼高さ方向で前記ハブ断面から最も離れた位置にあるチップ断
面にかけて、各高さ位置での翼断面の重心位置を結ぶスタッキングラインが作動流体の上
流側に移動するとともに、各高さ位置における翼断面の最大厚み位置を、前記ハブ断面か
らチップ断面にかけて翼の後縁側に移動するように形成したことを特徴とする。
【０００９】
　また、通過する流れの全体もしくは一部が遷音速以上の流れ場に用いられる遷音速翼に
おいて、翼の各高さ位置における断面を翼の前縁と後縁を結ぶ線と平行に移動させ、回転
機械の回転軸もしくは外周側ケーシングと接続しているハブ断面と、翼高さ方向の中心に
位置するミーン断面との間のある翼高さ位置よりハブ断面側では、各高さ位置での翼断面
の重心位置を結ぶスタッキングラインの軸方向位置を一定とし、前記ある翼高さ位置から
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チップ断面側にかけて前記スタッキングラインが作動流体の上流側に移動するとともに、
各高さ位置における翼断面の最大厚み位置を、前記ハブ断面からチップ断面にかけて翼の
後縁側に移動するように形成したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、衝撃波による損失を低減しつつ、全翼高さ方向位置に対するストール
マージンを増加させる遷音速翼を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第一実施例に関する遷音速翼の斜視図。
【図２】本発明の第一実施例を組み込む軸流回転機械のサイクル構成図。
【図３】本発明の第一実施例に関する軸流回転機械の子午面断面図。
【図４】本発明の第一実施例に関する遷音速翼のチップ断面拡大図。
【図５】本発明の第一実施例に関する遷音速翼と基準翼の形状比較図。
【図６】本発明の第一実施例に関する遷音速翼と基準翼のスタッキングラインの比較図。
【図７】本発明の第一実施例に関する遷音速翼と基準翼の最大翼厚み位置の翼高さ方向分
布の比較図。
【図８】本発明の第一実施例に関する遷音速翼と基準翼の軸方向断面積分布の比較図。
【図９】本発明の第一実施例に関する遷音速翼と基準翼の翼高さ方向損失分布の比較図。
【図１０】本発明の第一実施例に関する遷音速翼と基準翼の翼面上マッハ数分布の比較図
。
【図１１】本発明の第一実施例に関する遷音速翼，基準翼、およびＳ字スイープ翼の衝撃
波位置の比較図。
【図１２】本発明の第二実施例に関する遷音速翼と基準翼、および本発明の第一実施例と
変形例に関する遷音速翼とのスタッキングラインの比較図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本実施例に係る遷音速翼は、回転機械の回転軸もしくは外周側ケーシングと接続してい
るハブ断面と、前記回転軸と垂直方向の翼高さ方向の中心位置にあるミーン断面と、前記
翼高さ方向においてハブ断面から最も離れた位置にあるチップ断面と、作動流体が流れる
方向の上流側に位置する前縁と、作動流体が流れる方向の下流側に位置する後縁とを備え
、かつ翼を通過する流れの全体もしくは一部が遷音速以上の流れとなっている遷音速翼に
おいて、前記前縁と前記後縁を結ぶ方向に平行に前記遷音速翼の各高さ方向の断面を連続
的に移動させ、さらに前記ハブ断面，ミーン断面，チップ断面の各重心位置を結ぶスタッ
キングラインの軸方向位置は、翼高さ方向位置が増加するにつれて減少する形状となって
おり、かつ前記遷音速翼を構成する各高さ方向の断面における最大厚みの軸方向位置は、
翼高さ方向位置が増加するにつれて増加するように構成している。
【００１３】
　また、回転機械の回転軸もしくは外周側ケーシングと接続しているハブ断面と、前記回
転軸と垂直方向の翼高さ方向の中心位置にあるミーン断面と、前記翼高さ方向においてハ
ブ断面から最も離れた位置にあるチップ断面と、作動流体が流れる方向の上流側に位置す
る前縁と、作動流体が流れる方向の下流側に位置する後縁とを備え、かつ翼を通過する流
れの全体もしくは一部が遷音速以上の流れとなっている遷音速翼において、前記前縁と前
記後縁を結ぶ方向に平行に前記遷音速翼の各高さ方向の断面を連続的に移動させ、さらに
前記ハブ断面，ミーン断面，チップ断面の各重心位置を結ぶスタッキングラインの軸方向
位置は、ハブ断面とミーン断面間のある翼高さ位置までは一定で、前記翼高さ位置よりチ
ップ断面側にかけては翼高さ方向位置が増加するにつれて減少する形状となっており、か
つ前記遷音速翼を構成する各高さ方向の断面における最大厚みの軸方向位置は、翼高さ方
向位置が増加するにつれて増加するように構成している。
【００１４】
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　なお、遷音速翼における各高さ方向の断面形状としては、前記前縁部を構成する円弧、
前記後縁部を構成する円弧、および翼上面および翼下面から構成され、かつ前記翼上面と
下面の中点によって定義される反り線の形状が２つ以上の円弧によって構成された多重円
弧翼であることが望ましい。また本実施例では、前記最大厚みの軸方向位置がハブ断面で
は前縁と後縁の平均軸方向位置より上流側にあり、チップ断面では前縁と後縁の平均軸方
向位置より下流側にあるのが望ましい。
【００１５】
　さらに、軸流回転機械は、回転軸と、前記回転軸の軸方向および周方向それぞれに等間
隔で前記回転軸の外周表面に設置された複数の動翼と、前記回転軸および動翼を覆うケー
シングと、前記ケーシング表面から前記回転軸方向に伸び、かつ前記動翼間に配置された
複数の静翼とを備える軸流回転機械において、前記動翼もしくは静翼の全体または一部と
して、上述のいずれかの遷音速翼を用いるものである。
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【実施例１】
【００１７】
　図１に本実施例における遷音速翼の斜視図を、図２に本実施例における遷音速翼を組み
込む軸流回転機械のサイクル構成図を示す。なおここでは、軸流回転機械としてガスター
ビン圧縮機を想定している。
【００１８】
　ここで先ず、サイクルの概要について図２を用いて説明する。作動流体はまず軸流圧縮
機１に流入し、圧縮された後に燃焼器２へ流入し、そこで燃料が噴射されて高温の燃焼ガ
スを生成する。この高温・高圧の燃焼ガスがタービン３に流入し、ロータ４を回転させる
ことで発電機５を駆動し、発電を行っている。
【００１９】
　次に、図３に軸流圧縮機１の子午面断面図を示す。図３において、圧縮機は回転軸であ
るロータ４と、外周側ケーシング１２ａ，入口内周側ケーシング１２ｂ，出口内周側ケー
シング１２ｃ，動翼１３，静翼１４，入口案内翼１５，出口案内翼１６によって構成され
る。また、軸流圧縮機１は動翼１３と静翼１４によって段落が形成されており、これら動
翼及び静翼が軸方向に交互に複数配列される。この時、作動流体はロータ４の外周側、ケ
ーシング１２の間を通り、ロータ４の外周側に接続した動翼１３ａ，１３ｂとケーシング
１２に接続した静翼１４ａ，１４ｂ、および入口案内翼１５，出口案内翼１６を通過する
ことで圧縮される。なお本実施例における遷音速翼２０としては、前述の圧縮機前段側の
動翼１３ａを想定しているが、他の動翼もしくは静翼でも問題ない。
【００２０】
　本実施例における遷音速翼２０の構造を、図１を用いて説明する。図１において、遷音
速翼２０はロータ４の外周側と接続しているハブ断面３１，ロータ４の回転方向からケー
シング１２へ向かう鉛直方向（翼高さ方向）において翼高さの半分の位置の断面であるミ
ーン断面３２、および前記翼高さ方向においてハブ断面３１から最も離れた断面となるチ
ップ断面３３をはじめとする連続した径方向の断面（翼形）から構成されている。各翼形
において最も上流側に位置する点が前縁３４であり、最も下流側に位置する点が後縁３５
である。また、翼の各高さ位置における重心位置を結んだ線をスタッキングライン３６，
ハブ断面３１の重心位置をスタッキング中心３７とする。なお各翼形の断面形状としては
多重円弧翼を想定している。多重円弧翼は、前縁部と後縁部の円弧、および翼上面と下面
によって構成された翼であり、翼上下面の中点として定義される反り線を２つ以上の円弧
によって構成する点が特徴である。なお、上記の遷音速翼２０を静翼１４に適用した場合
、ハブ断面３１はケーシング１２側、チップ断面３３はロータ４側に位置する。
【００２１】
　スタッキングライン３６の変更方法について、図４を用いて説明する。図４はチップ断
面の拡大図である。図４において、前縁３４と後縁３５を結んだ直線をスタッガ線３８と
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し、スタッキングライン３６を変更する際はスタッガ線３８に沿った方向に移動させる。
移動方向としては、スタッキング中心３７より上流側への移動を前方スイープ、下流側へ
の移動を後方スイープと定義する。本実施例の遷音速翼２０のスタッキングライン３６は
、全ての翼高さ位置において前方スイープとなっており、かつ翼高さの増加に伴い前方ス
イープ量が単調に増加する形状を想定している。
【００２２】
　次に、本実施例における遷音速翼２０における流れ場の条件について説明する。圧縮機
１の圧力比は２５程度を想定しており、遷音速翼２０はその初段動翼として使用すること
を想定している。遷音速翼２０の仕様としては圧力比約１.３５、先端の相対流入マッハ
数約１.２を想定している。このとき遷音速翼２０の性能比較の対象として、スイープの
ないスタッキングラインを持ち、かつ各翼高さにおける最大厚み位置が一定となる翼（以
下、基準翼と定義）を考えると、両者ともミーン断面３２からチップ断面３３にかけて翼
の背側に衝撃波が発生し、損失が生じることが予想される。なお、基準翼と遷音速翼２０
との翼形状の比較は図５に示す通りである。
【００２３】
　本実施例における遷音速翼２０の空力性能に関する特徴を基準翼との形状比較によって
説明する。図６にスタッキングラインの比較を、図７に最大翼厚み位置の翼高さ方向分布
の比較を、図８に軸方向断面積分布の比較を示す。図６における横軸はスイープ量を表し
ており、翼高さによって無次元化されている。また図７における横軸は最大翼厚み位置を
前縁と後縁の距離（翼弦長）で無次元化した値であり、０.５の場合は前縁と後縁の中点
になる。さらに図８における横軸はハブ断面３１の翼前縁位置を０、後縁位置を１とした
場合の軸方向位置を表している。
【００２４】
　図６，図８において、本実施例の遷音速翼２０は基準翼に比べて、ハブからチップに掛
けてスタッキングラインが上流側に移動するため、軸方向の断面積変化が緩和される傾向
にある。これによって翼断面における流速の変化が緩和され、衝撃波損失の低減が可能と
なる。さらに図７において、相対的に強い衝撃波の発生するミーン断面３２からチップ断
面３３の間で、遷音速翼２０は基準翼に比べて最大厚み位置が下流側に移動している。一
般に、ある翼高さ位置における二次元的な流れを考えると、翼間の流路幅が最小となる最
大厚み位置で衝撃波が発生するが、流路幅の変化率が小さいほど衝撃波が弱くなる傾向に
ある。本実施例では、ミーン断面３２からチップ断面３３における最大翼厚み位置が下流
側にあるため、そこでの衝撃波が弱まり、損失を低減していると予想される。ここで、遷
音速翼２０と基準翼との翼高さ方向の損失比較を図９に、ミーン断面３２からチップ断面
３３にかけての翼断面における翼面上マッハ数分布の比較を図１０に示す。図９，図１０
に示す通り、遷音速翼２０では翼全体の軸方向断面積分布の変化の緩和と、ミーン断面３
２からチップ断面３３における流路幅の変化の緩和によってピークマッハ数を基準翼より
減少させ、設計点における衝撃波損失の低減を達成している。
【００２５】
　また、本実施例の遷音速翼２０は設計点の性能だけでなく圧力比を増加させた場合のス
トールマージンも向上する。そのメカニズムを、図１１を用いて説明する。図１１は設計
点と失速点における翼背側の衝撃波位置の模式図である。図１１において、失速点では設
計点に比べて圧力比が大きいため、衝撃波位置が相対的に上流側に移動する。この衝撃波
が前縁近傍まで到達すると、境界層との干渉により流れが剥離し失速に到る。このためス
トールマージン向上のためには、設計点における衝撃波位置が下流側にあり、かつ設計点
での衝撃波が弱いほうが望ましい。本実施例の遷音速翼２０では、スタッキングラインを
基準翼より上流側へ移動させ、かつ最大厚み位置を下流側へ移動させているため、設計点
における衝撃波を弱めつつ、衝撃波位置を下流側へ移動させることが可能となる。
【００２６】
　またストールマージン向上のためには、前述の衝撃波位置を下流側に移動させるだけで
はなく、ハブ断面３１近傍の特性も改善できるのが望ましい。というのも、ハブ断面３１
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近傍の流入マッハ数はチップ断面３３に比べて小さいので、衝撃波が前縁部に到達して流
れが剥離するのではなく、流入角が増加して前縁近傍の翼背側で流れが剥離する可能性が
高いからである。本実施例の遷音速翼２０はハブ断面３１近傍の最大翼厚み位置が基準翼
より上流側にあるため、翼前縁近傍の厚みが増加する傾向にある。この厚みの増加によっ
て背側前縁近傍の翼面の曲率半径は増加するため、前述の剥離を抑制する効果があると考
えられる。
【００２７】
　一方、特許文献２のようなＳ字形状のスイープ翼では、スタッキングラインの上流側へ
のスイープ量が翼高さ方向に対して単調増加とならないため、ミーン断面３２からチップ
断面３３にかけてのスイープ量が、ハブ断面３１からミーン断面３２にかけてのスイープ
量よりも小さくなる箇所が存在する。その一方、発生する衝撃波の位置は翼列によって構
成される３次元的な流路形状によって決まるため、スタッキングラインの形状に追随する
のではなく直線に近い形状となると予想される。このため図１１に示す通り、ミーン断面
３２からチップ断面３３にかけて、設計点における衝撃波位置が相対的に上流側に移動す
る箇所が存在することになる。この場合に圧力比が増加し作動点が失速側に移動すると、
実施例１に比べて低い圧力比で衝撃波位置が前縁に到達する可能性が高い。つまり、実施
例１に比べるとストールマージンは小さくなると考えられる。
【００２８】
　以上をまとめると、本実施例における遷音速翼２０は、スイープを行わない翼に比べ、
設計点でミーン断面３２からチップ断面３３にかけての衝撃波損失を低減しつつ、圧力比
を増加させた場合のストールマージンも向上させることが可能となる。また特許文献２の
Ｓ字形状のスイープ翼と比較しても、スタッキングラインを上流側に単調減少させ、かつ
翼の最大厚み位置をミーン断面３２からチップ断面３３にかけては下流側に、ハブ断面３
１近傍では上流側に移動させているため、ストールマージンは向上する。
【００２９】
　本実施例によれば、スタッキングラインを上流側に移動させることで、設計圧力比で発
生する衝撃波位置を相対的に下流側に移動させることが可能となり、圧力比の増加によっ
て衝撃波が上流側へ移動する際の裕度（ストールマージン）が向上する。また翼形の最大
厚み位置が翼高さの増加に伴って下流側に位置することで、強い衝撃波の発生するチップ
側（翼高さの大きい側）における流路幅の変化が緩やかになり、発生する衝撃波位置も下
流側に移動するため、設計点における衝撃波損失の低減とストールマージンの向上の両立
も可能となる。
【実施例２】
【００３０】
　図１２に本実施例における遷音速翼２０のスタッキングラインの比較を示す。実施例１
との相違は、ハブ断面３１とミーン断面３２間のある翼高さ位置よりハブ断面３１側では
スタッキングラインの軸方向位置が一定で、それよりチップ断面３３側では軸方向位置が
単調減少となっている点であり、翼形は実施例１と同一とする。なお図６と重複する機器
については番号を同一とし、詳細な説明は省略する。
【００３１】
　本実施例における遷音速翼２０はある翼高さ位置までスタッキングラインの軸方向位置
が変化しないため、ミーン断面３２からチップ断面３３にかけての軸方向位置が実施例１
の遷音速翼に比べて下流側に移動することになる。このため、実施例１の遷音速翼に比べ
て翼重心の軸方向位置がスタッキング中心３７に近づくと考えられる。
【００３２】
　ここで一般に遷音速翼に発生する局所応力は、ハブ断面３１の前縁近傍で最大となる可
能性が高く、かつ翼全体の重心位置がスタッキング中心３７に近いほど小さくなる傾向に
ある。つまり、本実施例の翼の局所応力は実施例１に比べて低減し、信頼性が向上すると
考えられる。
【００３３】
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　一方翼形を実施例１と同一としているため、設計点ではミーン断面３２からチップ断面
３３にかけての衝撃波位置が下流側に移動し、かつハブ断面３１近傍の翼厚みが増加する
と予想される。さらに特許文献２のように、ミーン断面３２からチップ断面３３にかけて
のスイープ量がハブ断面３１からミーン断面３２にかけてのスイープ量よりも小さくなる
箇所が存在しないため、ストールマージンについては実施例１とほぼ同等になると予想さ
れる。ただし実施例１に比べて全体としてスイープ量が小さくなるため、軸方向断面積変
化を緩和する効果は小さくなり、基準翼と比較した場合の設計点性能の向上効果は実施例
１より小さくなる。
【００３４】
　また実施例１の翼のスタッキングラインについて、ハブ断面３１におけるスイープ量の
変化率をほぼ０とし、チップ断面３３でのスイープ量の変化率を最大とすると、図１３の
ようなスタッキングライン形状となり、本実施例と同様に設計点性能の向上率は小さいも
のの、ストールマージンを向上させつつ局所応力の増加を抑制した翼とすることができる
。
【００３５】
　以上をまとめると、本実施例では実施例１とほぼ同等のストールマージンを確保しつつ
、実施例１に比べて翼重心位置がスタッキング中心３７に近づくことによりハブ断面前縁
近傍の局所応力が低減させ、翼の信頼性を向上させることが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　本発明は、翼間に衝撃波が発生する遷音速以上の流れ場を作動条件とする翼に対して適
用可能である。本発明の遷音速翼の適用先としては、ガスタービンや航空用エンジンとい
った軸流回転機械が挙げられる。
【符号の説明】
【００３７】
１　圧縮機
２　燃焼器
３　タービン
４　ロータ
５　発電機
１２ａ，１２ｂ，１２ｃ　ケーシング
１３ａ，１３ｂ　動翼
１４ａ，１４ｂ　静翼
１５　入口案内翼
１６　出口案内翼
２０　遷音速翼
３１　ハブ断面
３２　ミーン断面
３３　チップ断面
３４　前縁
３５　後縁
３６　スタッキングライン
３７　スタッキング中心
３８　スタッガ線
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